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高齢化の現状

令和元年(2019年)10月1日現在
└総人口 1億2,617万人
└65歳以上の人口は3,589万人
└総人口に占める65歳以上の割合は28.4％

WHOでは65歳以上を高齢者としている
日本では65歳～74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者としている

2040年までに2.4人に1人が60歳以上の高齢者になると見込まれてる。
└人口が仮に1億800万人だった場合60歳以上が4,500万人
└総人口に占める60歳以上の割合が41.7％

社会や経済の活力を維持するには、働き手を増やすことが必要である
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定年の背景

1887年 東京砲兵工廠 55歳
1902年 日本郵船 55歳
1946年 日清紡績美合工場 男性55歳 女性50歳 定年制度を要求

1954年 厚生年金法改正 3年毎に1歳ずつ引き上げ
└1974年に年金60歳から

1986年 60歳定年の努力義務化

1994年 60歳定年の義務化 1998年施行

2004年に「65歳までの雇用確保措置」が義務化施行は2006年)
└継続雇用制度の導入、定年の65歳引上げ、定年の廃止のいずれか

2012年に希望者全員を65歳まで継続することが義務化
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高年齢者雇用安定法の現状

2021年4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行された。
65歳までの雇用確保義務に加えて、70歳までの就業機会を確保する
措置を講じることが努力義務

※65歳までの雇用確保義務
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高年齢者雇用確保措置の現状
※2021年1月8日厚生労働省公表（集計結果は、この雇用状況を報告した従業員31人以上の企業164,151社の状況をまとめたもの) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15880.html

33.4％

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15880.html


A 高齢者雇用を取り巻く状況

copyright© All right reserved.社会保険労務士法人フォレスト

改正高年齢者雇用安定法
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70歳までの就業確保に実勢に取り組む際の考え方
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70歳までの就業確保に実勢に取り組む際の考え方
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60歳以上労働者の雇用状況（総務省労働力調査）

●60歳〜64歳層の就業率
2012年に57.7%だったのが、2019年には70.3%と増加傾向

●65歳～69歳層の就業率
2012年に31.1％だったのが2019年には48.4％と増加傾向
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①定年を何歳にするか
例）60歳、65歳、68歳、70歳、75歳、定年無

②再雇用を設けるか、設ける場合何歳までにするか
例）65歳、68歳、70歳、75歳、希望者は年齢制限なし

組み合わせ
・60歳定年+65歳まで再雇用（義務）
・60歳定年+70歳まで再雇用
・65歳定年
・65歳定年+68歳まで再雇用
・65歳定年+70歳まで再雇用
・70歳定年

…etc
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定年引上げにあたって検討すべき主な事項
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①定年引上 従業員側のメリット／デメリット

・安定収入：月次の賃金／賞与
・退職金が増える
・戦力として期待される
・現役であることの自負
・責任ある立場でいられる（役職定年除く）
・転職活動をしなくてよい
・年金が増える

メリット

デメリット

・厚生老齢年金が調整減額される（※再雇用者も対象ではある）
・退職金の受給が遠のく
・セカンドライフが遠のく
・パフォーマンスの低下を体感する
・転勤、配置転換の可能性が残る
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・労働力の確保
・有能な人材の確保
・技術等の伝承時間の確保
・企業イメージの向上

メリット

デメリット

・人件費の増加
・役職が空かない
・若い人材を雇えない
・高年齢者のパーフォーマンス低下による生産性の低下

②定年引上 会社側のメリット／デメリット
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③定年ではなく、再雇用の従業員側のメリット／デメリット

メリット

デメリット

・定年で退職金がもらえる
・責任ある立場から解放される
・のびのび仕事ができる
・1年ごとに辞めるタイミングがある
・セカンドライフを楽しめる

・安定した収入ではなくなる
・退職金増加がない
・責任ある仕事から外される
・1年ごとの雇止めに不安
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メリット

デメリット

・人件費を下げやすくなる
・役職を外しやすくなる
・退職させたい場合に雇止めができる
・新たな若手人材にコストをかけることができる
・退職金コストの増加を防ぐ

・退職されるきっかけとなる
└定年後だけでなく、定年前の人材含む
・従業員に不安感を与え、パフォーマンスが落ちる

④定年ではなく、再雇用の会社側のメリット／デメリット
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まとめ

・お勧めとしては【65歳定年+70歳まで1年ごとの再雇用制度】

└選択定年制を導入 60歳～64歳
└フルタイムとパートタイム勤務形態の提案
└週4勤制、週3勤制や、1日5時間勤務制等

└65歳以降も勤務を継続してほしい人には早い段階で条件を打診

※要検討
・賃金
・賞与
・退職金
・役職
・仕事内容
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仕事・役割・役職の検討・決定、評価方法の検討・設計

参考：65歳超雇用推進マニュアル（独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構)
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk0000024uj4.pdf

https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk0000024uj4.pdf
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適切な賃金水準の確保①

参考：65歳超雇用推進マニュアル（独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構)
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk0000024uj4.pdf

https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk0000024uj4.pdf
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適切な賃金水準の確保②

参考：65歳超雇用推進マニュアル（独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構)
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk0000024uj4.pdf

https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk0000024uj4.pdf
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高齢社員の評価、職域拡大、職務設計

参考：65歳超雇用推進マニュアル（独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構)
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk0000024uj4.pdf

https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk0000024uj4.pdf
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高齢社員に対する意識啓発・教育訓練

参考：65歳超雇用推進マニュアル（独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構)
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk0000024uj4.pdf

https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk0000024uj4.pdf
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参考記事① ニチガス

・65歳定年制へ移行

・基本給は下がる
└旧制度より1.5倍

・退職金の積み増しはなし
└60歳以前月例級のピーク
└旧制度は57歳以前

└65歳以前自己都合退社も
満額支給

・昇給を60歳まで
└旧制度は57歳まで

・賞与あり

・役職定年は60歳

引用：労働新聞社
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参考記事② (株)村田製作所

・65歳定年制へ移行
└選択定年制を併用

・処遇は59歳以前を継続適用
└一定の年齢以上の賃金を抑える

・評価制度は現行と同じ

・退職金は延長に応じて積み増し
└60~64歳到達選択定年有

・既存嘱託社員は処遇引上げ

引用：労働新聞社
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参考記事③ 国家公務員

・65歳定年制へ移行
└令和5年から2年毎に1歳ずつ

・賃金は60歳以前の70％

・管理職は60歳役職定年

・40、50歳代の賃金水準見直し

・60歳以上を対象にした短時間
勤務制度も新たに規程

引用：労働新聞社
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助成金① 厚生労働省

令和4年度65歳超雇用推進助成金 https://www.mhlw.go.jp/content/000763756.pdf

高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢にかかわりなく働くことができる生涯現役
社会を実現するため、６５歳以上への定年の引き上げや、高年齢者の雇用管理
制度の整備等、高年齢者の有期雇用契約労働者から無期雇用への転換を行う
事業主に対し助成するのもであり、次の3つのコースがある。

https://www.mhlw.go.jp/content/000763756.pdf
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令和4年度65歳超雇用推進助成金 支給額
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助成金② 埼玉県

70歳雇用確保助成金 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/127039/annai.pdf

埼玉県では、シニアが自分の意欲や希望に合わせて働き、共に社会の担い手
として活躍できる社会を実現するため、70歳以上まで働ける制度を導入する企
業に助成金を交付する。

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/127039/annai.pdf
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助成金② 埼玉県

70歳雇用確保助成金
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助成金② 埼玉県

70歳雇用確保助成金

シニア活躍推進宣言企業
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資料① 改正高年齢者雇用安定法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

・高年齢者雇用安定法改正の概要パンフレット（簡易版・詳細版）【厚生労働省】

・高年齢者雇用安定法Q＆A（高年齢者就業確保措置関係）【厚生労働省】

資料② 賃金・評価制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

・パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書【厚生労働省】

・不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル【厚生労働省】

・職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル【厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
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資料③ 安全・健康

・高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン
（エイジフレンドリーガイドライン）【厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html

「働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう」と題し、健康
や体力、安全衛生の面から職場環境の改善方法を示したガイドライン

・エイジアクション100【中央労働災害防止協会】
https://www.jisha.or.jp/age-friendly/ageaction100.html

高齢社員の安全と健康確保のための100の課題（エイジアクション）を盛り込んだ
チェックリストを活用して職場の課題を洗い出し、改善に向けた取組を進めるため
の「職場改善ツール」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html
https://www.jisha.or.jp/age-friendly/ageaction100.html
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資料④ 人事制度改定

・70歳雇用推進マニュアル
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/manual.html

改正高齢法や「70歳までの雇用」「高齢社員戦力化」へ向けた考え方を取りまとめ

・高齢社員戦力化のための人事管理制度の整備に向けて
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/suguwakaru.html

「雇用力評価ツール」の冊子版。「自社の課題はどこにあるのか」を簡易に自己診断
できるツール

・マンガで考える高齢者雇用
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/comic.html

高齢者雇用について、若い方にも読みやすいマンガ形式にて解説。社内の理解促
進ツール

https://www.jeed.go.jp/elderly/data/manual.html
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/suguwakaru.html
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/comic.html
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⑤先進企業事例

・65歳超雇用推進事例集シリーズ
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/manual.html

65歳以上の定年制、雇用上限年齢が65歳超の継続雇用制度を導入している企業
の中から、規模、業種、地域などを勘案して選定した企業事例を詳しく紹介

・65歳超雇用推進事例サイト
https://www.elder.jeed.go.jp/

様々な企業事例や「65歳超雇用推進」関連情報をまとめてご覧いただけるサイト

・競争力を高めるための高齢者雇用
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/suguwakaru.html

高齢者雇用を進めるにあたっての様々な課題に対する対策の好事例を取りまとめ
た、自社での課題解決に役立てていただくためのポイント集

https://www.jeed.go.jp/elderly/data/manual.html
https://www.elder.jeed.go.jp/
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/suguwakaru.html
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⑥産業別の取組

・産業別高齢者雇用推進ガイドライン
https://www.jeed.go.jp/elderly/research/enterprise/active65_guideline.html

建設、製造、サービス、ITなど、多岐に亘る分野の90業種（101件）で高齢者雇用
推進に取り組み、その成果をまとめた冊子を掲載しております。

・高齢社員戦力化のためのヒント集
https://www.jeed.go.jp/elderly/research/enterprise/active65.html

2018年度までに策定した82業種の産業別高齢者雇用推進ガ イドラインから、企業
の取組事例や提案を抽出し、4つのテー マ別に分類

https://www.jeed.go.jp/elderly/research/enterprise/active65_guideline.html
https://www.jeed.go.jp/elderly/research/enterprise/active65.html


C 参考

copyright© All right reserved.社会保険労務士法人フォレスト

⑦その他

・エルダー
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/index.html

高齢者雇用事業所の職場紹介等、最新の雇用好事例や助成金制度を中心に、身
近な高齢者雇用問題を取り上げた啓発誌です。（毎月1日発行）

・メールマガジン
https://www.jeed.go.jp/general/merumaga/index.html

高齢・障害・求職者雇用支援機構が全国で実施する高齢者や障害者の雇用支援、
社員の人材育成(職業能力開発)に関するタイムリーな情報を毎月1回お知らせ

・65歳超 先進企業に学ぶ 定年延長・継続雇用延長の効果と課題
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/teinen.html

2010年以降に定年延長、継続雇用延長を行った全企業を対象に行った調査結果
を、規模別、業種別に分析

https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/index.html
https://www.jeed.go.jp/general/merumaga/index.html
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/teinen.html


ご清聴、ありがとうございました。
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